
1.入社支度金の税務上の取り扱いについて
［ 1］所得税法上の取り扱い
　入社支度金は雇用契約を前提としたものであっ
ても、雇用契約そのものを基因として支給される
ものではないため、給与所得には該当しません（所
得税法28条）。また、一時に支給を受けるものでは
あるものの、労務の対価としての性格を有するこ
とから一時所得に該当せず、業務委託契約や請負
契約等の契約に基づいて受ける契約金のような事
業所得としての性格も有さないことから、所得税
法上は雑所得に該当します（同法27条、34条、35
条、所得税基本通達〔以下、所基通〕35- 1 ⑼）。
　支度金のうち、契約金と勤務地への転任に伴う
転居費用を明確に区分して支払う場合には、その
転居費用については実費弁償としての性格と考え
られることから、通常必要であると認められる範
囲内において非課税となります（所基通 9 - 3 、
204-30）。当該範囲の判定に当たっては、次に掲げ
る事項を勘案するものとされており、その範囲を
超える金額については雑所得として課税されるこ
とになります（所基通 9 - 3、9 - 4 ⑶、35- 1 -⑽）。

①�その支給額が、その支給をする使用者等の役員
および使用人のすべてを通じて適正なバランス
が保たれている基準によって計算されたもので
あるかどうか。
②�その支給額が、その支給をする使用者等と同業
種、同規模の他の使用者等が一般的に支給して
いる金額に照らして相当と認められるものであ
るかどうか。

［ 2］法人税法上の取り扱い
　入社支度金は、転居費用も含めて支出時に損金
算入することができます（法人税法施行令14条 1
項 6 号ハ、法人税基本通達 8 - 1 -12〔注〕、所基通
2 -29の 5〔注〕）。
　上記［ 1］［ 2］をまとめると、［図表 1］のとおり
となります。

2.社会保険および労働保険の取り扱いについて
　社会保険（健康保険・厚生年金保険）上は、賃
金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称
であるかを問わず、労働者が労働の対償として受け
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ているのでしょうか。また、 1年以内に退職した場合には入社支度金は全額返還す
るという取り決めは、法的に問題ないでしょうか。� （東京都　T社）

所得税法上は雑所得として取り扱い、法人税法上は支出時に損金算入さ
れる。また、社会保険上は原則「賞与」として取り扱われるが、労働保
険上では賃金と解されない。なお、退職に伴う入社支度金の返還規定は
労働基準法に抵触する可能性がある
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るすべてのものを「報酬」といいます。ただし、臨
時に受けるものおよび 3カ月を超える期間ごとに受
けるものはこの限りではないと定めています（健康
保険法 3条 5項、厚生年金保険法 3条 1項 3号）。
　また、「賞与」については、労働の対償として受
けるすべてのもののうち、 3カ月を超える期間ご
とに受けるものと定めています（健康保険法 3条
6項、厚生年金保険法 3条 1項 4号）。なお、「労
働の対償」とは、労働契約に基づいて労働者が提
供した労働の見返りとして、使用者が労働契約に
基づいて支払うものとされており、労働の提供と
対償の支払いが時間的に一致する必要はなく、将
来の労働に対するものであっても労働の対償とな
ることとされています。
　次に、労働保険（労災保険・雇用保険）上は、
「賃金」を賃金、給料、手当、賞与その他名称のい
かんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの（通貨以外のもので支払われるもの
であって、厚生労働省令で定める範囲外のものを
除く）と定めています（雇用保険法 4条 4項、労
働保険の保険料の徴収等に関する法律 2条 2項）。
　労働保険上の賃金と解されるもの、解されない
ものの主なものは、［図表 2］のとおりとなります。

3.ご質問のケース
　ご質問のケースのような、会社が内定者と雇用
契約を結ぶに当たり支給する一時金について、社
会保険上は、支給が入社前の場合は報酬として取
り扱われないこととなりますが、入社後に支給す
る場合は年 3回以下の一時的な支給として想定さ
れ、また、将来の労働に対する対償の支払いとさ
れることから、「賞与」としての取り扱いが必要と
なり、健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払

届の作成および支払日から 5日以内に事業所の所
在地を管轄する年金事務所への届け出が必要とな
ります。
　なお、労働保険上は、結婚祝金や死亡弔慰金と
同じような性質のものとして取り扱われることか
ら、賃金には解されないものとなります。
　最後に、「 1年以内に退職した場合には入社支度
金は全額返還する」といった取り決めを行うこと
に関しては、労働者側からすると、 1年間退職の
自由が制限されている状態となり、支給した入社
支度金の返還を定めるような取り決め内容が、労
働基準法 5条および16条に抵触し得ることから、
返還を求めることはできないものと考えられます。

 �入社支度金の所得税法・法人税法上の取り扱い図表 1

 �労働保険上の賃金の取り扱い（一部抜粋）図表 2

転居費用に係るもの

その他支度金と明確に区分可能 区　分

不可能
通常必要と認められる
範囲の金額内

通常必要と認められる
範囲の金額を超える

所得税 非課税 課税※（雑所得）

法人税 いずれの場合も支出時に損金算入

※�源泉徴収に係る税率：10％（ただし、100万円を超える部分については20％）（所得税法204
条 1 項 7 号、205条 1 号）

［注］�　平成25年 1 月 1 日から令和19年12月31日までに生ずる所得税については復興特別所得
税（所得税額の2.1％相当額）が併せて課される（復興財源確保法28条 1 項・ 2項）。

賃金と解されるもの 賃金と解されないもの

基本手当 時間給、日給、
月給などの賃金

役員報酬 取締役等に対し
て支払う報酬

賞与 夏季、年末など
に支払うボーナ
ス

結婚祝金
死亡弔慰金
退職金

規程や労働協約
の定めの有無を
問わない

通勤手当 課税・非課税を
問わない

出張旅費 実費弁償と考え
られるもの

住宅手当 家賃補助のため
に支払う手当

休業補償費 労働基準法76条
による、業務災
害発生時の賃金
補償として支払
われるもの

残業手当 通常勤務時間以
外の労働に対し
て支払う残業手
当等

傷病手当金 私傷病に対して
健康保険より支
払われるもの

休業手当 労働基準法26条
に基づき、事業
主の責に帰すべ
き事由により支
払うもの

解雇予告手
当

労働基準法20条
に基づいて解雇
する際に支払う
手当

労政時報　第4024号/21.11.12 145


